
 

県税の還付金等の受取は口座振込が便利です!! 

 

 
 
 
 自動車の抹消登録により奈良県に納めていただいた自動車税（種別
割）が還付される場合など、奈良県に納めていただいた県税が還付さ
れる場合に、事前に口座振込の申出をされていますと、還付金等をご
指定の口座に振り込みさせていただきます。 
 口座振込の申出をされていない場合は、奈良県から、南都銀行本支
店・出張所の窓口で換金できる通知書を送付させていただき、南都銀
行本支店・出張所の窓口で換金していただくことになります。  

 口座振込の申出をしていただくと、南都銀行本支店・出張所の窓口
に出向いて換金する手間を省くことができ、安全・便利です。  

 口座振込の申出を一度していただきましたら、お申出の内容に応じ
て、継続して還付金等が生じた場合にお申出の口座に振込させていた
だきます。 

 口座振込の申出は、「奈良県税過誤納金（還付金）口座振込申出書
」に必要事項を記入のうえ、最寄りの県税事務所の窓口にご提出くだ
さい。 

 「奈良県税過誤納金（還付金）口座振替申出書」は、奈良県ホーム
ページのｅ古都なら電子申請サービスから印刷することも出来ます。 
 
 

 
お問い合わせ先 

名   称 所  在  地 電 話 番 号 管 轄 区 域 
 
奈良県税事務所 
 
 
 

 
〒630-8113 
奈良市法蓮町757 
（奈良総合庁舎内） 

 
0742-20-4531 
 
 

 
奈良市・大和郡山市・天理市・

生駒市・山辺郡・生駒郡 

 
中南和県税事務所 
 
 

 

 
〒634-8506 
橿原市常盤町605-5 
（橿原総合庁舎内） 

 
0744-48-3000 
 
 

 
大和高田市・橿原市・桜井市・

五條市・御所市・香芝市・葛城

市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡・ 
高市郡・北葛城郡・吉野郡 

 
自動車税事務所 
 
 
 

 
〒639-1184 
大和郡山市満願寺町60-1 
（郡山総合庁舎内） 

 
0743-51-0081 
 
 

 
奈良県全域 
（自動車税・自動車取得税） 
 

 
※「奈良県税過誤納金（還付金）口座振込申出書」は、 
 

・中南和県税事務所高田窓口センター（大和高田市大中 98-4 高田総合庁舎内） 
・中南和県税事務所吉野窓口センター（吉野郡吉野町上市 133 吉野町中央公民館内） 

・自動車税事務所自動車税第二課（大和郡山市額田部北町 981-8 奈良運輸支局構内） 

 
でも受け付けます。 
 

 
ｅ古都なら電子申請サービス  http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/290009.html 



（提出用） 

奈良県税過誤納金（還付金）口座振込申出書  

 
                                                  令和   年   月   日 
 
 奈良県     税事務所長 殿 
 奈 良 県 税 務 出 納 員              殿 
 
 
 私は、奈良県からの県税の過誤納金（還付金）を下記の口座への振込により受領するこ
とを申し出ます。 
 

記 
 

住 
所 
・ 
所
在
地 

 
郵便番号 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
管理番号 

 
 

 
                   都･道･府･県                              市･区･町･村 
 
 

氏
名 
・ 
名
称 

 
フリガナ 

 
 

 
 
 
※法人の場合は、法人名・代表権を有する方の氏名を記入してください。 

 
 
 

 
電 話 番 号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
昼間連絡先 (携帯電話等 ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
口
座
振
込
対
象
税
目 

 
 
 □ 自動車税・自動車税種別割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奈良 奈 

飛鳥 

        

 

 
 □ 個人事業税 
 
 □ 不動産取得税 
 
 □ 法人県民税及び法人事業税 
 （地方法人特別税・特別法人事業税） 
 
 □ その他（税目名：         ） 
 
 □ 全税目 

振 込 先 預 貯 金 口 座 の 内 容 
※振込口座は、納税義務者（特別徴収義務者）の本人名義の口座に限ります。 
※ゆうちょ銀行は、他行からの振込用の店名・口座番号を記入してください。 
 
金 融 機 関 名 

 
              銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
支 店 名 

 
                           本店・支店・出張所           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
口 座 種 別 

 
普通 ・ 当座 

 
口 座 番 号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

口座名義人名 
(カタカナで記入して 

ください。(*)) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               

                                       （＊）法人の場合は、カ）等略称で記入してください。 
 ※太枠内のみご記入ください。 

 
最寄りの県税事務所の窓口にご提出ください。 

 自動車税・自動車税種別割の過誤納金（還付金）の口座振込をさ

れる場合、県の事務処理の都合上、現在所有されている自動車の登

録番号を記入してください（複数台所有されている場合は、いずれ

か１台を記入してください。）。 

 同一名義人の全ての自動車について自動車税・自動車税種別割に

過誤納金（還付金）が生じた場合は、口座振込となります。 



（本人控え） 

奈良県税過誤納金（還付金）口座振込申出書  

 
                                                  令和   年   月   日 
 
 奈良県     税事務所長 殿 
 奈 良 県 税 務 出 納 員              殿 
 
 
 私は、奈良県からの県税の過誤納金（還付金）を下記の口座への振込により受領するこ
とを申し出ます。 
 

記 
 

住 
所 
・ 
所
在
地 

 
郵便番号 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
管理番号 

 
 

 
                   都･道･府･県                              市･区･町･村 
 
 

氏
名 
・ 
名
称 

 
フリガナ 

 
 

 
 
 
※法人の場合は、法人名・代表権を有する方の氏名を記入してください。 

 
 

 
 

 
電 話 番 号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
昼間連絡先 (携帯電話等 ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
口
座
振
込
対
象
税
目 

 
 
 □ 自動車税・自動車税種別割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奈良 奈 

飛鳥 

        

 

 
 □ 個人事業税 
 
 □ 不動産取得税 
 
 □ 法人県民税及び法人事業税 
 （地方法人特別税・特別法人事業税） 
 
 □ その他（税目名：         ） 
 
 □ 全税目 

振 込 先 預 貯 金 口 座 の 内 容 
※振込口座は、納税義務者（特別徴収義務者）の本人名義の口座に限ります。 
※ゆうちょ銀行は、他行からの振込用の店名・口座番号を記入してください。 
 
金 融 機 関 名 

 
              銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
支 店 名 

 
                           本店・支店・出張所           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
口 座 種 別 

 
普通 ・ 当座 

 
口 座 番 号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

口座名義人名 
(カタカナで記入して 

ください。(*)) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               

                                       （＊）法人の場合は、カ）等略称で記入してください。 
 ※太枠内のみご記入ください。 

 
最寄りの県税事務所の窓口にご提出ください。 

 自動車税・自動車税種別割の過誤納金（還付金）の口座振込をさ

れる場合、県の事務処理の都合上、現在所有されている自動車の登

録番号を記入してください（複数台所有されている場合は、いずれ

か１台を記入してください。）。 

 同一名義人の全ての自動車について自動車税・自動車税種別割に

過誤納金（還付金）が生じた場合は、口座振込となります。 


